
 

令和２年度第１回吹田市障害者福祉施設等整備補助事業者選定委員会 

※ 書面及び電話での開催。 

                                 

 

 

次 第 

 

１ 委員紹介、委員長選出について 

 

 

２ 制度の概要及びスケジュールについて                    ・・・[資料１] 

 

 

３ 整備補助事業者の募集について                        ・・・[資料２] 

 

 

４ 審査基準について                                 ・・・[資料３] 

 

 

５ その他 



資料１ 
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社会福祉施設等施設整備費の国庫補助制度の概要等について 

 

 

１ 制度について 

（１）概要 

障がい者及び障がい児が地域で安心して暮らせる環境を整備していくため、施設整備を行う

事業者に対し補助金を交付する制度。実施主体は ①国 ＋ ②都道府県、政令市又は中核市。 

中核市移行に伴い、本市は令和２年度から実施主体となった。 
 
 

（２）補助事業者の決定までの流れ 

整備事業者は市と事前協議のうえ、市へ協議書を提出する。 

市は選定委員会において審査を実施し、選定された事業者は国庫補助協議の候補事業者とし

て国に協議書を提出する。国庫補助協議を経て、内示を受けた事業者に対し補助金が交付され

る。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

（３）国、市及び事業者負担額のイメージ 

   工事費×３/4 or 国の補助基準額 のうち低い額・・・・【１】 

   【１】×2/3                 ・・・・【２】国負担額 

   【１】×1/3                 ・・・・【３】市負担額 

   残りの工事費                 ・・・・【４】事業者負担額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人等 吹田市 国（厚生労働省）

国庫補助協議
候補事業者の選定
[選定委員会]

障害者福祉施設等
の整備事業

国庫補助協議
④補助金（国庫

負担分含む）

③内示

①協議書提出
②協議書提出
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２ スケジュール 

令和２年度審査案件（令和４年度施設開設）の場合 
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資料３

No 配点 参照書類

整備用地 1 － [様式２]及び添付書類

役員構成等の適否 2 －
[様式３-１]
[様式３-２]

整備スケジュール 3 － [様式４]及び添付書類

障がい者を対象とする施設 障がい児を対象とする施設

障がい福祉計画及び障がい児福
祉計画との関連性等

4

（１）第５期吹田市障がい福祉計画における成果目標又は重点課題の達成、
推進等に資する整備であるか。
（２）施設の耐用年数、経過年数等から見て、整備の緊急性が認められる
か。（新耐震基準（S56以降）に対応しているか否か。）

[採点基準]
（１）次ページの【Ⅰ】かつ【Ⅱ】に該当するサービスを
　　　整備するもの 　　　　　　　　　　　　10

　　　次ページの【Ⅰ】のみに該当するサービスを整備
　　　するもの  　　　　　　　　  　　　　　6

　　　いずれにも該当しないもの　　　　　　  2

（２）新耐震基準を満たさないもの
       （＝緊急度が高いもの）　　　　       20点加点

第１期吹田市障がい児福祉計画における成果目標又は重点課題の達成、推
進等に資する整備であるか。
 

[採点基準]
下記【Ⅲ】のサービスを整備するもの         30

30
[様式５]
[様式６]及び添付書類

法人の理念及び運営方針 5
[様式７－１]及び添付書類
[様式７－２]

適正な法人運営 6 [様式７－３]及び添付書類

整備の必要性 7 [様式８－１]

事業計画 8 [様式８－２]及び添付書類

地域交流・連携 9 [様式８－３]及び添付書類

障がい者の権利擁護 10 [様式８－４]及び添付書類

個人情報保護 11 [様式８－４]

危機管理体制 12 [様式８－５]及び添付書類

苦情解決体制 13 [様式８－６]

14 [様式８－７]及び添付書類

15
[様式８－７]
[様式８－８]

16 [様式８－７]及び添付書類

基本財産 17

18

19

設備投資の妥当性 20

財務基盤の安定性 21

資金計画 22

[様式９－１]
[様式９－２]
[様式９－３]
[様式９－４]
[様式９－５]

合計　120点

[様式９－１]及び添付書類

30

自己資本比率 = 純資産÷（純資産＋負債総額）×100

資金計画及び収支計画等から安定的な事業実施が見込めるか。

[職員の専門性向上]
　　　人権擁護、各専門性の向上等、人材育成のための研修は十分に実施されているか。

Ⅴ　財務状況、資金計画

安定した運営が見込める基本財産を有しているか。
[社会福祉法人の場合]
　基本財産＞1,000万円＝[３点]　　※中心値が1000万円。程度により1点～5点の間で採点。

 短期安定性
　　流動比率 = 流動資産÷流動負債×100

支払い能力

職員体制

50

建設用地の確保が確実であると認められること

役員構成等が適切であるか。
　・理事が６名以上であること（ＮＰＯは３名以上）
　・理事の親族等特殊関係者が理事の総数の３分の１を超えて含まれていないこと
　　（ただし、理事の親族等特殊関係者の上限は３人）
　・理事の中に学識経験者又は地域の福祉関係者がいること（ＮＰＯは規定なし）
　・２名以上の監事を置いていること（ＮＰＯは１名以上）
　・理事の員数を超える評議員を置いていること　　　　など
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　厚労省通知「社会福祉法人の認可について」（社会福祉法人審査基準）による。

整備事業スケジュールが明確になっているか。整備期間内で完了し、円滑に開設が見込まれるスケジュールとなっているか。
（設計、建築に係る諸手続、建設工事入札、建設工事施工、職員採用・研修、障害者総合支援法の事業所指定申請など）

令和２年度　吹田市障害者福祉施設等整備補助　審査基準（案）

審査項目 評価基準・視点等

事
務
局
に
よ
る
確
認

Ⅰ　応募条件等

書
類
審
査
・
プ
レ
ゼ
ン
審
査

Ⅱ　障がい福祉計画及び
　障がい児福祉計画との
　関連性等

Ⅲ　法人の適格性

Ⅳ　事業計画と事業概要

法人の設立趣旨や理念、運営方針及び応募理由等から障がい者の尊厳の視点、障がい福祉事業の熱意が感じられるか。

（１）整備の必要性が明確になっているか。
（２）（障がい者計画に定めるサービス見込量にかかわらず）待機者等の観点から整備の必要性があるか。
（３）既存の施設事業所等で対応できない理由があるか。

（１）事業目的、取組内容及び事業展望が明確になっているか。
（２）定員に応じた利用者の見込みが確保されているか。

（１）地域住民に対する説明が十分に行われているか、また行われる予定か。
（２）利用者が地域社会と日常的に交流が図れるよう配慮、計画等をしているか。
（３）ボランティアの活用、地域や関係機関との連携など、地域福祉の推進に寄与する方針や具体的な取組
　について検討しているか。

（１） 障がい者への偏見や差別の解消への取組が実践されるか。（啓発・権利擁護の発信）
（２） 虐待防止の措置が取られているか。（風通しの良い職場づくり、ヒヤリ・ハット、人権や技術研修の実施等）

 資金繰り（借入金がある場合）
　　[社会福祉法人の場合]
　　　借入金償還余裕率 = {事業活動収支差額又は福祉事業活動収支差額+
　　　（減価償却費－国庫補助金等特別積立金取崩額）}÷借入金元利償還額×100
　　[NPO法人の場合]
　　　上記式における「事業活動収支差額又は福祉事業活動収支差額」を「経常収支差額」
　　　に置き換える。
　　[株式会社等の場合]
　　　上記式における「事業活動収支差額又は福祉事業活動収支差額」を「営業利益」に
　　　置き換える。

長期持続性
　固定長期適合率 = 固定資産÷（純資産＋固定負債）×100

（１） 個人情報の保管・管理体制が十分に整備されているか。
（２） 個人情報の取扱いについて、法令等に基づき、適正に行われているか。

（１）地震等による大規模災害や台風等による風水害等に対する対応の体制が整備されているか。
（２）事故防止、防犯対策、急病時対応等の体制が整備されているか。

（１） 苦情解決の体制が整備されているか。
（２） 利用者やその家族等の声を職員で共有し、事業に反映させる仕組みがあるか。

[職員の処遇]
　適正な労務管理や職員処遇の充実などに努めているか。

[職員確保]
（１）安定したサービスを実施していくための職員の人材確保の取組はあるか。
（２）離職防止のため、働きやすい、長く働ける職場づくりに努めているか。

10（１）直近の指導監査及び過去３年の特別監査の結果が良好であるか。または、指摘事項を改善し、事業運営を行っているか。
（２）外部監査、第三者評価の導入を実施しているか。

[採点基準]
 行政処分あり　1
 新設法人又は指導あり　3
 指導なし、外部監査又は第三者評価実施　5

160%以上→5点、

140%以上160％未満→4点

120％以上140％未満→3点

110％以上120％未満→2点

60%未満→5点、60%以上80％未満→4点

80％以上100％未満→3点、

100％以上110％未満→2点、110％以上→1点

60%以上→5点、40%以上60％未満→4点

33％以上40％未満→3点、

15％以上33％未満→2点、15％未満→1点

【Ⅲ】 障がい児サービス

① 児童発達支援 ② 保育所等訪問支援

整備区分は「創設」（ただし、建て替えは含まず）であり、

①については、主として重症心身障がい児を通わせる事業所に限る。な

お、放課後等デイサービス事業所を併設する場合は、その事業所につい

ても主として重症心身障がい児を通わせる事業所に限る。
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資料３

審査項目No.4の 【Ⅰ】【Ⅱ】に該当するサービス

【Ⅰ】 　　　　　　【Ⅱ】

項目名 サービス 　　　　　　　　　　　①　精神障がい者支援
① 居宅介護 　　　　　　　　　　　②　聴覚障がい者・盲ろう者支援
② 重度訪問介護
③ 同行援護
④ 行動援護

短期入所サービス ⑤ 短期入所
⑥ 共同生活援助（グループホーム）
⑦ 自立生活援助

計画相談支援、地域移行支援、
地域定着支援

⑧ 計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援

⑨ 生活介護
⑩ 自立訓練（機能訓練）
⑪ 自立訓練（生活訓練）
⑫ 就労移行支援
⑬ 就労継続支援A型
⑭ 就労継続支援B型
⑮ 就労定着支援

※【Ⅰ】は、第５期障がい福祉計画において、「課題解決のため整備が必要な福祉サービス等」としてあげられているサービスのうち、本整備補助制度の対象となるサービスや国の方針等を踏まえて抽出したもの。
※【Ⅱ】は、第５期障がい福祉計画の「重点課題１　福祉サービス及び計画相談支援事業所の整備」の「谷間にある施策の充実」としてあげられているサービス。（制度と制度の谷間にあり、手薄になりがちなサービス）

訪問系サービス

居住系サービス

日中活動系サービス

　　　　　　　　　　　③　医療的ケアが必要な重症心身障がい者支援
　　　　　　　　　　　④　中途障がい者又は高次脳機能障がい者支援
　　　　　　　　　　　⑤　強度行動障がい者支援
　　　　　　　　　　　⑥　難病・慢性特定疾患者支援
　　　　　　　　　　　⑦　発達障がい者支援
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